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要約 

Ⅰ．はじめに 

近年研究開発や企業活動のグローバル化が大きく進展し、国内外での知的財産戦略の重要性

が一層増大している中、高まりつつある特許審査の質の維持・向上への内外の要請に応えるため

には、特許審査のプロセスを的確に実施し、後に無効となることのない強さと、発明の開示に見合

う広さを有する権利の付与を行うことが重要であり、それに加えて、出願人や権利を行使される第

三者を含めた制度ユーザーのニーズや期待を適切に把握し、これに応えるべく継続的な改善を

図っていく姿勢が必要です。また、知的財産推進計画においても、ユーザーによる品質評価の確

立が求められているところです。 

上記の背景を踏まえ、特許庁は昨年度、ユーザー６７５者を対象に特許審査1の質に関するアン

ケート調査を行いました。この調査は特許審査における改善点等を明らかにし、質の向上を図るこ

と、及び、ユーザーによる特許審査の品質評価の在り方について検討を行う際に必要な情報を得

ることを目的としており、これらの目的達成のためには継続的な調査と改善の努力が不可欠と認

識しております。 

そこで、今年度も昨年度と同様の規模（６７５者）で調査を行いましたので、アンケート集計結果の

概要とともに、回答内容を詳細に分析した結果及びこれらを総合して得られた知見について報告

します。 

 

Ⅱ．アンケート集計結果と詳細分析の概要（→本文２．（１）を参照） 

① 国内特許審査の質全般について 

最近(１年程度)の国内特許審査の質全般についての評価（全体評価）で「普通」以上の評価

（満足、比較的満足、又は普通）2が占める割合は９２．５％であり、昨年度の８８．２％から４．３ポ

イント上昇しました。 

また、満足しているという回答（満足、比較的満足）2 の割合も４５．０％と、昨年度の３１．６％か

ら１３．４ポイントと大きく上昇していることから、近年の国内特許審査の質について一定の評価

を受けているといえます。 

項目別で見ると、「審査官間・審査室間でのばらつきのない判断」に対して不満があるという回

答（比較的不満、不満）2 が、昨年度（４７．９％）から減ったものの、３６．６％と依然として高い割

合でした。なお、今年度の調査では、当該項目についてさらに詳細な回答を求めた結果、同一

技術分野における新規性・進歩性の判断にばらつきを感じるという回答が最も多い一方異なる

技術分野間のばらつきを指摘する回答もありました。 

上記項目（判断のばらつき）に次いでは、進歩性の判断、外国特許文献調査、非特許文献調

査、単一性の判断及び記載要件の判断に対して不満があると回答した割合が、それぞれ２０％

前後でした。 

また、自由記載による回答では、否定的意見が大半を占める中で、審査官とのコミュニケーシ

ョン（面接・電話応対）について、昨年度と同様に肯定的意見も多くなされており、依然としてユ

ーザーにとって関心の高い事項であることがうかがえます。 

さらに、今年度の調査では、他者の出願案件の審査について問う設問を加え、第三者の視点

から見た特許審査の質についても調査を行いました。集計の結果、この点について「普通」以上

の評価が占める割合は７４．９％と、特許審査の質全般についての上記評価とは差がありました。

                                                   
1 本報告書における「特許審査」は、特許出願に係る発明の審査のほか、ＰＣＴ国際出願に関する国際調査及び国際

予備調査を含む。 
2 評価は５段階評価（５：満足、４：比較的満足、３：普通、２：比較的不満、１：不満）によるものである。 
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特許審査の質に対するユーザーの評価を考える際には、出願人としての観点とは別に、権利を

行使される側としての観点を踏まえる必要があることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅰ．国内特許審査の質全般についての評価 

 

 

② 国際調査報告等の質全般について（→本文２．（２）を参照） 

最近(１年程度)の国際調査等の質全般についての評価（全体評価）で「普通」以上の評価が占

める割合は９４．６％で、昨年度（９５．１％）とおおむね同水準でしたが、満足しているという回答

の割合は昨年度の３５．４％から６．３ポイント増の４１．７％となっており、国際調査報告等の質に

ついても一定の評価を受けているといえます。 

ただし、項目別で見ると、「外国文献の調査」（３０．７％）、「非特許文献の調査」（２４．１％）、

「国際段階と国内段階でのばらつきのない判断」（２４．２％）に対して不満があると回答した割合

が依然として多いことが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅱ．国際調査等の質全般についての評価 

 

 

③ 特定案件（国内出願）に関する特許審査の質について（→本文２．（３）を参照） 

アンケート対象となった特定の国内出願案件に関する特許審査の質について「普通」以上の

評価が占める割合は８８．２％で、昨年度の８４．８％から３．４ポイント増加しました。これに加え、

満足しているという回答の割合も、昨年度の５２．１％から５９．２％へと増えており、個々の出願

レベルからみても国内特許審査の質についてはおおむね問題なく、多くのユーザーから支持さ
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れていると考えられます。 

一方、不満がある（１１．８％）と回答した具体的な理由としては、昨年度と同様、「新規性・進歩

性を欠いている理由についての説明が十分でない」との指摘や、「新規性・進歩性に関する判

断に不満がある」との指摘が多くなされました。 

また、各案件の最終処分別の集計では、応答なしで拒絶査定となった案件や、特許査定とな

った案件について不満があると回答した割合は、意見書や補正書が提出された後に拒絶査定

された案件に比べて低く、ユーザーの納得感の高さを示しているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅲ．特定の国内出願に関する審査の質についての評価 

 

 

④ 特定の国際出願に関する国際調査等の質について（→本文２．（４）を参照） 

アンケート対象となった特定の国際出願に関する国際調査等の質について「普通」以上の評

価が占める割合は８８．７％であり、昨年度の８７．１％から１．６％増加しました。これに加え、満

足しているという回答の割合も昨年度の５４．３％から５９．３％へと増加しており、個々の出願レ

ベルからみても国際調査等の質についてはおおむね問題なく、多くのユーザーから支持されて

いると考えられます。 

一方、不満がある（１１．３％）と回答した具体的な理由として、昨年度と同様に、「新規性・進歩

性に関する判断に不満がある」、「新規性・進歩性を欠いている理由についての説明が十分で

ない」、「引用箇所の指摘が不十分」との指摘が多くなされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅳ．特定の国際出願に関する国際調査等の質についての評価 
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⑤ 全体評価に対する各個別項目の評価の影響の分析（→本文３．（１）を参照） 

今般のアンケート結果において、個別項目ごとの質の評価が特許審査の全体評価へどのよう

に影響（相関）しているのか分析・考察しました。下のグラフ（図ⅴ、ⅵ）は、各項目につき、横軸

を項目ごとの５段階評価の平均値、縦軸を全体評価との相関係数として示したものです。当該

グラフでは、左方にあるほどアンケートでの５段階評価が低く、また上方にあるほど全体評価へ

の影響が大きいといえるものです。したがって、グラフ左上の「重点課題」との表示に近い項目

ほど、重点的な対応が必要なものといえます。 

 

この結果、国内特許審査（図ⅴ）では、傾向は昨年度と同様であり、「拒絶理由通知等の記載」、

「進歩性の運用」、「ばらつきのない判断」などが、重点課題であることが分かりました。 

国際調査等（図ⅵ）では「外国特許文献の調査」がグラフ中で「重点課題」に最も近く、特に全

体評価との相関係数が大きく上昇しました（昨年度 0.32→今年度 0.49）。また、「非特許文献等

の調査」についても同様に、全体評価との相関係数が昨年度より増加しました。これらの項目は、

全体評価への寄与度が高まっていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅴ．各項目に対する現状の評価と、全体評価との相関係数（国内出願） 
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図ⅵ．各項目に対する現状の評価と、全体評価との相関係数（国際出願） 

 

 

⑥ 個別案件についての詳細分析（→本文３．（２）を参照） 

アンケートで不満を指摘された個別案件について、指摘の詳細な内容を分析したところ、その

多くが今後の運用等の改善に有用な意見でした。 

具体的には、昨年度と同様に、拒絶理由通知等の記載や新規性・進歩性の観点から、「一致

点･相違点に関する認定及び記載」、「引用文献に関する認定及び認定内容の拒絶理由通知

等への記載」、「組合せ等の論理付けに関する認定及び記載」などに対する不満が多く指摘さ

れました。 

また、今年度は他者の出願案件の審査についての設問を加えたことで、他者の出願案件（特

に特許査定された案件）に対して多くの指摘がありました。 
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図ⅶ．新規性・進歩性に関する指摘の分析結果（指摘件数の割合） 

 

 

⑦ 本アンケート調査について（→本文５．を参照） 

アンケートそのものについても様々な意見が寄せられており、今後の実施にあたってはこれら

を踏まえ、調査のあり方をさらに検討していきます。 
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#01 本願発明の認定

#02 引用発明の認定

#03 引用文献の参照箇所の特定不十分

#04 周知技術の認定

#05 周知技術の根拠文献の提示不十分

#06 一致点、相違点の判断

#07 一致点、相違点の記載不十分

#08 組合せ・動機づけについての判断

#09 組合せ・動機づけの記載不十分

#10 設計的事項についての判断

#11 設計的事項の記載不十分

#12 作用効果についての判断

#13 請求項ごとの説明不十分

#14 上記以外で記載や形式に問題

#15 その他
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Ⅲ．調査結果からみた重点事項について（→本文４．を参照） 

アンケートの集計結果及び分析結果により、昨年度の報告書においてユーザーの要請として挙

げられた点の重要性が改めて示され、また、これらの要請についてさらに詳細な内容を明らかに

することができました。 

特に以下の事項に留意しながら、引き続きその質の維持・向上に努めていきます。 

 

（１） 新規性・進歩性についての的確な判断と通知等の記載の充実（→本文ｐ．３７） 

昨年度の調査と同様に、ユーザーからは、「一致点・相違点」、「引用文献の認定」、「組合せ・

動機づけ」といった、主要な特許審査の判断に対する指摘や、その判断が拒絶理由通知等に十

分に記されていないとの指摘が多く、引き続き出願人との意思の疎通への配慮、特に拒絶理由

通知の記載を充実させていきます。 

 

（２） 審査判断のばらつきの低減（→本文ｐ．３８） 

ユーザーが感じるばらつきの内容として、特に同一の技術分野内における審査官間での、新

規性・進歩性に関する判断のばらつきを指摘する意見が最も多かったほか、異なる技術分野な

ど様々な点でのばらつきを指摘する意見がありました。これらの意見を踏まえつつ、組織としてさ

らに一貫性のある審査判断を行っていきます。 

 

（３） 外国特許文献及び非特許文献調査の充実（→本文ｐ．３９） 

外国特許文献や非特許文献の調査については、ユーザーから十分な評価が得られているとは

いえないところ、特に国際調査等の質をはかる上での重要度（全体評価との相関）が高まってい

ると考えられ、今後充実させていきます。 

 

（４） 第三者としての評価（→本文ｐ．３９） 

第三者としての立場での（すなわち他者の出願案件についての）国内特許審査に対する評価

は、国内特許審査全般の評価に比べて低く、特許審査の質の向上のため、このような視点も意

識して審査を行っていきます。このような評価の中では特に、「先行技術調査や技術的な判断が

甘いと感じる」、「請求項の記載（権利範囲）が不明確なものになると困る」といった点について、

多数の意見が得られました。 
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１．調査の概要 

（１）背景 

近年研究開発や企業活動のグローバル化が大きく進展し、更なるイノベーションと企業収益の増

進を図るため、国内外での知的財産戦略の重要性が一層増大している中、特許庁には、特許審

査の質の維持・向上が強く求められています。 

このような要請に応えるには、特に、出願された技術を十分に理解し、必要十分な国内外の先行

技術調査及び特許要件に関する適切な判断を行うことにより、後に国内外で無効となることのな

い強さと、発明の技術レベルや開示の程度に見合う広さを有する権利の付与を行うことが重要で

あり、それに加えて、出願人や権利を行使される第三者を含めた制度ユーザーの視点からのニー

ズや期待を適切に把握し、これに応える特許審査の施策を企画・立案して実行に移すとともに、こ

れらの取組について継続的改善を図っていく必要があります。 

 

特許庁では、ユーザーニーズを把握するための取組の一環として、平成１９年度から国内出願

及び国際出願（PCT 出願）について年度ごとに各１００数十件ずつ抽出し、当該案件の特許審査

の質に関するアンケート調査を実施してきました。また、特許庁産業財産権制度問題調査研究事

業3において、知的財産研究所による「特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法

に関する調査研究」（平成１９年度）及び「ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関す

る調査研究」（平成２２年度）として、特許審査の品質に関するアンケート調査が行われました。 

 

また、「知的財産推進計画２０１２」4においても、「知的財産推進計画２０１１」からの継続施策とし

て、ユーザーによる品質評価の確立が求められていることを受けて、昨年度（平成２４年度）には６

７５者のユーザーを対象としたアンケート調査を行い、その結果を特許庁ホームページで公表5す

るとともに、これに基づいて今後の審査業務の施策及びユーザーによる特許審査の品質評価の

在り方について検討してきたところです。 

今後も、ユーザーの声を反映し改善につなげていくために、多くのユーザーを対象とした調査を

継続的に行うことが有用であると考えられるため、昨年度の経験をもとにユーザーアンケートの項

目を改良しつつ、今年度もアンケート調査を行いました。 

 

（２）本調査の目的 

上記の背景を踏まえ、本調査は、特許審査において改善すべき点等を明らかにし、特許審査の

質の維持・向上のための施策等に反映することを目的として行っています。 

また、ユーザーによる特許審査の品質評価の在り方そのものを検討し工夫することも重要であり、

ユーザーによる評価の収集手法や分析手法について検討を行うために必要な情報を得ることも、

本調査の目的の一つです。 

 

（３）ユーザーアンケートの収集方法 

下記（５）のように抽出したアンケート対象者に対し、電話連絡又は電子メールにより、アンケート

への協力を依頼するとともに、電子メールにより下記（４）のアンケート票を送付しました。 

                                                   
3 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm 
4 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2012.pdf 

なお、「知的財産推進計画２０１３（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2013.pdf）」において

も継続施策とされており、２０１３～２０１４年度にユーザーによる品質評価の確立が求められている。 
5 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/shinsa_user.htm 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2012.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2013.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/shinsa_user.htm
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回答期間は約１か月とし、この期間内での回答の記入及び返送を依頼しました。 

 

（４）アンケート調査票について 

以下４種類の調査票（付録参照）を用いてユーザー評価の収集を行いました。 

Ａ票 ： 国内出願全般についてのアンケート  → 各対象者に一部ずつ配付 

Ｂ票 ： 特定の国内出願についてのアンケート → 対象案件数分を配付 

Ｃ票 ： PCT 出願全般についてのアンケート  → 各対象者に一部ずつ配付 

Ｄ票 ： 特定の PCT 出願についてのアンケート → 対象案件数分を配付 

 

（５）アンケート対象 

表 1 は、Ａ・Ｂ票（国内出願）に関する対象者・対象案件の選定方法と、その対象者数・案件数を

示したものであり、表 2 は、Ｃ・Ｄ票（ＰＣＴ出願）に関する対象者・対象案件の選定方法と、その対

象者数・案件数を示したものです。なお、Ａ票及びＣ票の対象者には重複があり、この重複を除く

と対象者は合わせて６７５者でした。 

 
表 1．Ａ・Ｂ票（国内出願）の対象者・対象案件の選定方法等 

 対象者／対象案件の選定方法 者数／案件数 

Ａ票 

2011 年に筆頭出願人として 50 件以上の国内出願を行った

内国出願人（個人を除く。）のうち、2012 年に査定謄本の送

達があった者 

580 者 

658 者 2011 年に筆頭出願人として 50 件以上の国内出願を行った

外国出願人（個人を除く。）のうち、2012 年に査定謄本の送

達があった者[*1] 

68 者 

小規模出願人[*2] 10 者 

Ｂ票 

Ａ票の対象者が筆頭出願人となっている国内出願のうち、

2012 年に特許査定又は拒絶査定がなされた案件の中から

ランダム抽出[*3] 

2138 件 

*1  条件に該当する外国出願人は 77 者であったが、外国出願人へのアンケートに関しては筆頭代理人をアンケート対象者とした

ため、対象者数は 68 者となっている。 

*2  2011 年に筆頭出願人として 5 件以上 50 件未満の国内出願を行った内国出願人であって、資本金が 3 億円以下かつ従業員

数が 20～150 人の企業（製造業に限る。）から、過去の特許庁との面談や意見交換の実績等を踏まえて任意に抽出した。 

*3  回答負担を考慮して１者あたりの対象案件数の下限を 2 件、上限を 5 件とし、対象者の 2011 年の筆頭国内出願件数に応じ

て 2～5 件を割り当てるように調整した。 
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表 2．Ｃ・Ｄ票（ＰＣＴ出願）の対象者・対象案件の選定方法等 

 対象者／対象案件 者数／案件数 

Ｃ票 

2012 年に筆頭出願人として 18 件以上の PCT 出願

を行った内国出願人（個人を除く）のうち、2012 年

に国際調査報告又は国際予備審査報告の発送が

あった者 

276 者 
286 者 

小規模出願人[*1] 10 者 

Ｄ票 

Ｃ票の対象者が筆頭出願人となっている PCT 出願

のうち、2012 年に国際調査報告又は国際予備審査

報告が発送された PCT 出願の中からランダム抽出

[*2] 

709 件 

*1  2012 年に筆頭出願人として 3 件以上 18 件未満の PCT 出願を行った内国出願人であって、資本金が 3 億円以下かつ従業

員数が 300 人以下の企業（製造業に限る。）から、過去の特許庁との面談や意見交換の実績等を踏まえて任意に抽出した。 

*2  回答負担を考慮して１者あたりの対象案件数の下限を 2 件、上限を 5 件とし、対象者の 2012 年の筆頭 PCT 出願件数に応じ

て 2～5 件を割り当てるように調整した。 

 

（６）回収結果 

アンケートシートの回収率は、９割強でした（表 3 参照）。また、表 4 は、Ａ票とＣ票それぞれの回

答者の業種内訳を示したものです。 

 
表 3．アンケートシートの回収結果 

 配付済 回収済 回収率 
Ａ票 658 者 604 者 91.8% 

Ｂ票 2138 件 1936 件 90.6% 

Ｃ票 286 者 259 者 90.6% 

Ｄ票 709% 639 件 90.1% 

 

 

表 4．Ａ・Ｃ票回答者の業種内訳 

業種[*1] 
Ａ票 Ｃ票 

回答者数 割合 回答者数 割合 

金属 35 5.8% 22 8.5% 

建設 14 2.3% 0 - 

機械 128 21.2% 56 21.6% 

化学 105 17.4% 72 27.8% 

食品・医薬 21 3.5% 15 5.8% 

電気 164 27.2% 66 25.5% 

その他工業 20 3.3% 6 2.3% 

その他 27 4.5% 11 4.2% 

学校・公的研究機関等 32 5.3% 11 4.2% 

代理人 58 9.6% 0 - 

合計 604 100% 259 100% 
*1  業種内訳については、アンケート回答者の業種を、東証 33 業種、帝国データバンク産業分類表、日本標準産業分

類、ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究報告書(平成 23 年 2 月）、特許審査の出願

人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究報告書(平成 20 年 3 月）等を参考にして 9 業種（回答者

が代理人の場合も含めると 10 業種）に分類した。なお、「その他工業」は、製造業のうち、金属、建設、機械、化学、

食品・医薬、電気に分類されないもの（文具、玩具、スポーツ用品など）を意味し、「その他」は、製造業以外のもの

（サービス業、運輸業、金融業など）を意味する。 
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（７）本報告書における「満足」及び「不満」の用語について 

アンケート調査票（本報告書の末尾の（付録）を参照）では、各項目に関する評価を５（満足）、４

（比較的満足）、３（普通）、２（比較的不満）、１（不満）の５段階で行いました。 

本報告書では、特に断りがない限り、ユーザーが「５」（満足）及び「４」（比較的満足）と回答した

場合を合わせて「満足していると回答した」、「１」（不満）及び「２」（比較的不満）と回答した場合を

合わせて「不満があると回答した」ということとします。 

 

（８）質問項目に関する昨年度からの変更点 

昨年度の調査結果を踏まえ、今年度の調査では主に以下の点で質問項目を修正しました。 

① 昨年度の結果では、「判断のばらつき」に関する不満や指摘が多かったことを受け、今年度の

調査では、A 票及び C 票において、判断のばらつきに関し具体的な指摘内容の回答を求め

る項目を追加しました。 

② 昨年度の調査において、「審査により権利範囲が必要以上に限定された」という指摘が一定

の件数に上ったことから、今年度の調査では、A 票において「付与された特許の権利範囲」に

ついて尋ねる項目を追加しました。 

③ 昨年度の調査において、他者の特許出願に関する指摘が一定数あったため、今年度の調査

では、A 票（【２】）の回答について「自己の出願案件」に関するものと「他者の出願案件」に関

するものとを明確に分けて記載する形式としました。 

④ その他、設問の説明文や回答欄の構成等について、設問の意図がよりわかりやすくなるよう

に改善しました。 
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２．アンケート集計結果 

 

（１）国内特許審査の質一般について（国内出願） 

①国内特許審査の質全般について 

・国内特許審査の質全般への評価（全体評価）において、「普通」以上の評価が９

２．５％と、高い割合を占めました（昨年度８８．２％）。 

・特に、満足しているという回答の割合（４５．０％）が、昨年度（３１．６％）から大

幅に上昇しました。 

 

表 5 及び図 1 は、最近(１年程度)の国内特許審査の質全般についての５段階評価を集計したも

のです。 

 
表 5．質全般への評価：国内出願 

５段階評価 回答数 割合 

５：満足 9 1.5% 

４：比較的満足 263 43.5% 

３：普通 287 47.5% 

２：比較的不満 44 7.3% 

１：不満 1 0.2% 

合計 604 100% 

 

 

 
図 1．質全般への評価：国内出願 

 

②質全般の評価（出願規模別）について 

表 6 は、ユーザーの出願規模別の評価件数を示したもので、図 2 は、回答内容の割合を項目別

に示したものです。なお、２０１２年の国内出願件数が１０００件以上の者を「大規模出願人」、１００

件以上１０００件未満の者を「準大規模出願人」、１００件未満の者を「中小規模出願人」としまし

た。 

 
表 6．質全般への評価（出願規模別）：国内出願 

 ５：満足 
４：比較的 

満足 
３：普通 

２：比較的 

不満 
１：不満 合計 

大規模出願人 1 16 22 1 0 40 

準大規模出願人 2 126 149 27 1 305 

中小規模出願人 6 89 89 14 0 198 

代理人 0 32 27 2 0 61 

全体 9 263 286 44 1 604 
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図 2．質全般への評価（出願規模別）：国内出願 

 

③項目別の質の評価について 

・個別項目では、「審査官間・審査室間でのばらつきのない判断」に対して不満が

あるという回答が、３６．６％と高い割合でした（昨年度４７．９％）。 

・個別項目では、これに続き、進歩性の判断、外国特許文献調査、非特許文献調

査、単一性の判断及び記載要件の判断に対して不満があると回答した割合が、

それぞれ２０％前後でした。 

 

表 7 は、項目別の評価件数を示したもので、図 3 は、表 7 から「分からない」という回答を除いた

回答内容の割合を項目別に示したものです。 

 
表 7．項目別の評価：国内出願 

質問項目 満足 
比較的 

満足 
普通 

比較的

不満 
不満 

分から

ない 

拒絶理由通知等（拒絶査定除く）の記載 14 256 260 72 1 1 

拒絶査定の記載 13 170 357 59 1 4 

審査官間・審査室間でのばらつきのない判断 7 98 267 202 14 16 

不満を感じるばらつきの対象 

同一の技術分野におけるばらつき 140 

異なる技術分野同士でのばらつき 56 

審査と審判との間のばらつき 67 

他国特許庁と日本国特許庁との間のばらつき 82 

条 文 の

運 用 に

関して 

第 29 条 1 項柱書（産業上の利用可能

性、「発明」に該当するか否かの判断） 
91 147 286 6 0 74 

第 29 条 1 項各号（新規性） 56 230 287 21 5 5 

第 29 条 2 項（進歩性） 9 138 309 139 7 2 

第 36 条第 4 項第 1 号、第 36 条第 6 項

（明細書・特許請求の範囲の記載要件） 
14 148 324 103 9 6 

第 37 条（発明の単一性） 23 118 335 92 22 14 

第 17 条の 2 第 3 項～6 項 

（明細書、特許請求の範囲等の補正） 
28 135 348 55 8 30 

サ ー チ

に 関 し

て 

国内特許文献の調査 49 257 269 23 3 3 

外国特許文献の調査 14 80 306 114 15 75 

非特許文献等の調査 15 72 314 101 13 89 

審査官の技術等に関する専門知識レベル 17 180 311 78 6 12 

審査官とのコミュニケーション（面接、電話による連

絡等） 
45 201 226 32 4 96 

審査を通して付与された特許の範囲 6 144 372 65 2 15 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3．項目別の評価の割合：国内出願 

 

④不満を感じるばらつきの内容について 

・同一の技術分野においてもばらつきを感じているという回答が多く、また、内容

としては新規性・進歩性の判断についてのばらつきに対し不満を感じているとい

う回答が高い割合でした。 

・対象によって、不満を感じるばらつきの傾向には若干の差異がありました。 

 

表 8 は、ばらつきを感じる点について、その対象とばらつきの内容の組み合わせについて集計し

たものです。 
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表 8．ばらつきを感じる対象と内容 

対象 
全般（特

定なし） 

新規性・

進歩性の

判断 

記載要件

の判断 

拒絶理由

等の記載 

単一性・ 

シフト補

正の判断 

その他 総計[*1] 

同一の技術分野 
17 

(8.9%) 

74 

(38.9%) 

42 

(22.1%) 

25 

(13.2%) 

9 

(4.7%) 

23 

(12.1%) 

190 

(100%) 

異なる技術分野間 
2 

(2.8%) 

40 

(56.3%) 

14 

(19.7%) 

5 

(7.0%) 

4 

(5.6%) 

6 

(8.5%) 

71 

(100%) 

審査・審判間 
14 

(15.1%) 

36 

(38.7%) 

17 

(18.3%) 

7 

(7.5%) 

6 

(6.5%) 

13 

(14.0%) 

93 

(100%) 

他国特許庁と日本国

特許庁 

12 

(10.6%) 

51 

(45.1%) 

22 

(19.5%) 

11 

(9.7%) 

7 

(6.2%) 

10 

(8.8%) 

113 

(100%) 

その他 
6 

(8.8%) 

22 

(32.4%) 

16 

(23.5%) 

9 

(13.2%) 

6 

(8.8%) 

9 

(13.2%) 

68[*2] 

(100%) 

総計 
51 

(9.5%) 

223 

(41.7%) 

111 

(20.7%) 

57 

(10.7%) 

32 

(6.0%) 

61[*3] 

(11.4%) 

535 

(100%) 
*1  有効回答数は 244 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  「その他」の具体例：他の出願人による出願とのばらつき、特定の審査官に関する意見、など。 

*3  「その他」の具体例：先行技術文献調査、29 条の 2 の判断、意見書の参酌、など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4．各対象に対して感じるばらつきの内容 

 

⑤上記各項目に関する意見・要望について 

・自由記載によるユーザーからの追加の意見として、拒絶理由通知等の記載（８

１件）、審査のばらつき（５９件）、進歩性（６２件）等に関し多くのコメントがありま

した。 

・昨年度と同様に、審査官とのコミュニケーションに関しては、肯定的な意見も多

く、ユーザーにとって関心の高い事項であることがうかがえます。 

 

図 5 は、上記項目別の評価に関する意見・要望等（自由記載欄による回答）を分類し、肯定的又

は否定的意見の別で分類し集計したものです。 
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図 5．各項目に関する意見・要望：国内出願 

 

⑥他国庁との比較について 

・日本国特許庁が優れている点として、先行技術文献調査、審査官の技術理解

力、ばらつきのない判断、新規性・進歩性等の判断が多く挙げられました。 

・欧州特許庁（EPO）は、先行技術文献調査や、拒絶理由通知等の記載につい

て、米国特許商標庁（USPTO）は拒絶理由通知の記載について、優れていると

いう意見が多く挙げられました。 

 

表 9 は、国内特許審査の質に関し、日本国特許庁の方が他国の特許庁よりも優れていると感じ

る点について集計したものです。集計にあたっては、ユーザーの自由記載による回答を所定の項

目に沿って分類しました。 
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表 9．日本国特許庁が他国の特許庁よりも優れていると感じる点：国内出願 

日本国特許庁が優れていると感じる点 回答数[*1] 

先行技術文献調査[*2]  135 

審査官の技術理解力 75 

ばらつきのない判断 66 

新規性・進歩性等の判断 62 

拒絶理由通知等の記載 42 

審査のスピード 25 

明細書の記載要件等の判断 14 

審査官とのコミュニケーション 11 

補正の示唆 6 

発明の単一性の判断 4 

その他[*3] 44 
*1  有効回答数は 325 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  特に国内特許文献の調査について優れていると回答していた 21 件を含む。 

*3  その他の具体例：審査の質全般、審査官のレベルなど。 

 

また、表 10 は、国内特許審査の質に関し、日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れている

と感じる点について集計したものです。集計にあたっては、ユーザーの自由記載による回答を所

定の項目に沿って分類しました。 

 
表 10．日本国特許庁よりも他国の庁の方が優れていると感じている点：国内出願 

他国の特許庁が優れていると感じる点 

回答数[*1] 

欧州 

特許庁 

米国特許 

商標庁 

中国国家

知識産権

局 

韓国 

特許庁 

その他

[*2] 

拒絶理由通知等の記載 51 57 13 5 1 

先行技術文献調査 

  （特に、外国特許文献の調査） 

  （特に、非特許文献等の調査） 

69 18 11 4 1 

33 13 4 3 0 

15 4 2 0 0 

新規性・進歩性等の判断 22 10 1 2 0 

審査のスピード 6 20 5 5 0 

ばらつきのない判断 15 0 0 0 0 

補正の示唆 7 5 0 0 0 

審査官の技術理解力 10 4 2 1 1 

明細書の記載要件等の判断 8 1 1 0 0 

面接等の意見表明機会が多い 7 9 0 0 0 

発明の単一性の判断 3 7 0 0 0 

その他[*3] 18 14 4 2 1 
*1  有効回答数は 232 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  「その他」の具体例：「拒絶理由通知等の記載」「先行技術文献調査」「審査官の技術理解力」はロシア特許庁、「その他（小発

明の審査手法）」はタイ特許庁。 

*3  「その他」の具体例：特許審査の質全般、検索システム、各国特有の精度に関するものなど。 

 

上記表 10 のとおり、欧州特許庁及び米国特許商標庁について、拒絶理由通知等の記載が優れ

ているとする意見が多数でした。これらの意見の具体的内容としては、日本国特許庁よりも記載が

ていねい、詳細又は明確であるというものが大半であり、特に本願発明と先行技術文献との対比

の記載や、請求項ごとの説明について、このような点を感じているという意見が多くみられました。 
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⑦他者による出願の審査に対する意見について 

・他者による出願の審査についての評価では、「普通」以上の評価が７４．９％と、

国内特許審査の質全般についての評価（９２．５％）に比べ低くなりました。 

・回答としては、特に先行技術調査や技術的な判断が甘いと感じる、請求項の記

載（権利範囲）が不明確なものが特許になると困る、といった点について多くの

意見がありました。 

 

表 11 は、他者による出願の審査についての５段階評価を集計したものです。 

 
表 11．他者の出願案件の審査についての満足度（国内出願） 

５段階評価 回答数 割合[*1] 

５：満足 4 0.8% 

４：比較的満足 35 7.4% 

３：普通 317 66.7% 

２：比較的不満 107 22.5% 

１：不満 12 2.5% 

わからない 129 － 

合計 604 100% 
*1  「わからない」とした回答を除いた割合。 

 

表 12 は、他者による出願の審査に対する意見について集計したものです。集計にあたっては、

ユーザーの自由記載による回答につき、類似するものを所定の観点に分類して整理しました。 

 
表 12．他者の出願案件の審査について感じる点（国内出願） 

観点 
回答数

[*1] 

先行技術調査や技術的な判断が甘いと感じる 43 

請求項の記載（権利範囲）が不明確なものが特許になると困る 20 

数値限定に関する審査に疑問を感じる（進歩性・明確性） 17 

在外出願人による出願の審査に疑問を感じる 13 

早期審査における判断等に疑問を感じる 11 

情報提供制度について 

  （審査で活用してほしい、提供の機会を確保してほしい。） 
9 

特許査定の理由が不明である 8 

面接審査での検討内容が不明である（面接記録を充実させてほし

い。） 
5 

特に不適切と感じることはない、などの肯定的な意見 13 

その他[*2] 35 
*1  有効回答数は 174 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  「その他」の具体例：審査が甘い（特許査定が多い。）、審査判断に疑問を感じることがある、など。 

 

上記表 12 において、「先行技術調査や技術的な判断が甘いと感じる」という意見の回答者（４３

者）についてさらに詳細に確認したところ、これらの回答者の項目別の質の評価については、表

13 のとおり、進歩性や外国特許文献調査及び非特許文献調査について不満という回答の割合が

高く、これらの項目が上記意見の主な要因と考えられます。 
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表 13．他者案件について「先行技術調査や技術的な判断が甘いと感じる」回答者の項目別評価 

 
満足 

比較的 

満足 
普通 

比較的 

不満 
不満 

分から 

ない 

新規性の運用 5 19 17 2 0 0 

進歩性の運用 1 11 13 17 1 0 

国内特許文献の調査 5 19 18 1 0 0 

外国特許文献の調査 1 7 19 11 2 3 

非特許文献等の調査 3 3 21 10 3 3 

 

⑧その他国内特許審査に関する意見（自由記載）について 

様々な事項に関する意見が寄せられましたが、特に件数の多かったものとして、「付与後異議制

度（付与後レビュー）を導入してほしい」（8 件）、「特許査定の場合に理由が第三者に分かるように

してほしい」（6 件）、「無効にならない特許を望む」（6 件）、「早期審査について審査が十分でない

ように感じる」（4 件）といった意見がありました。 

 

⑨アンケートに関する意見（自由記載）について 

本アンケートに関しては、良い試みだと思う、今後も継続を希望する、などの肯定的意見（１６件）

のほか、施策への反映を望む（８件）、結果の公表を希望する（２件）などの意見が寄せられました。

また、アンケートの具体的な改善提案として、個別案件の選定方法（３０件）や、質問票の内容・レ

イアウト（２２件）、スケジュールやタイミング（１１件）などに関する意見がありました。 
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（２）国際調査等の質一般について（国際出願） 

 

①国際調査等の質全般について 

・国際調査等の質全般への評価（全体評価）では、満足しているという回答（３８．

６％）を含め、「普通」以上の評価が９４．６％と高く、国際調査等の質全般につ

いてはおおむね問題ないと考えられます（昨年度９５．１％）。 

 

表 14 及び図 6 は、最近(１年程度)の国際調査等の質全般についての５段階評価を集計したもの

です。 

 
表 14．質全般への評価：国際出願 

５段階評価 回答数 割合 

５：満足 8 3.1% 

４：比較的満足 100 38.6% 

３：普通 137 52.9% 

２：比較的不満 13 5.0% 

１：不満 1 0.4% 

合計 259 100% 

 

 

 
図 6．質全般への評価：国際出願 

 

②項目別の質の評価について 

・項目別では「国内特許文献の調査」に対し満足していると回答した者の割合が

最も高く、５４．３％でした（昨年度５４．３％）。 

・一方、「外国文献の調査」、「非特許文献の調査」、及び「国際段階と国内段階で

のばらつきのない判断」に対し、不満があると回答した者の割合が高くなりまし

た。 

 

表 15 は、項目別の評価件数を示したもので、図 7 は、表 15 から「分からない」という回答を除い

た回答内容の割合を各項目別に示したものです。 
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表 15．項目別の評価：国際出願 

質問項目 満足 
比較的 

満足 
普通 

比較的 

不満 
不満 

分から

ない 

国際特許分類の精度 16 88 127 5 0 23 

除外対象に関する判断 12 39 93 2 1 112 

単一性違反に関する判断 8 66 155 12 1 17 

新規性・進歩性に関する判断 6 92 143 16 2 0 

新規性・進歩性に関する見解の記載 4 101 134 18 2 0 

サ ー チ に

関して 

国内特許文献の調査 26 114 112 5 1 1 

外国特許文献の調査 3 38 130 68 8 35 

非特許文献等の調査 3 29 138 48 6 35 

記載不備等に関する判断 5 46 161 13 1 33 

審査官間・審査室間でのばらつきのない判断 4 38 168 30 2 17 

不満を感じるばらつきの対象 

同一の技術分野におけるばらつき 6 

異なる技術分野同士でのばらつき 7 

他国特許庁と日本国特許庁との間のばらつき 30 

国際段階と国内段階でのばらつきのない判断 5 46 137 53 7 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 7．項目別の評価の割合：国際出願 

 

③上記各項目に関する意見・要望について 

・自由記載によるユーザーからの追加の意見として、国際段階と国内段階（日

本・外国）との整合性（計３３件）、先行技術文献調査（１７件：特に外国特許文献

調査につき１５件）に関するものが比較的多数でした。 
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図 8 は、上記項目別の評価に関する意見・要望等（自由記載欄による回答）について分類し、肯

定的又は否定的意見の別で集計したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8．各項目に関する意見・要望：国際出願 

 

④他国庁との比較について 

・日本国特許庁が他国庁より優れている点として、「先行技術文献調査」が多く挙

げられました。 

・一方、他国庁が日本国特許庁より優れている点としては、特に欧州特許庁

（EPO）における「先行技術文献調査」をあげる意見が、上記意見と同程度あり

ました。 

 

表 16 は、国際調査等の質に関し、日本国特許庁の方が他国の特許庁よりも優れていると感じる

点について集計したものです。集計にあたっては、ユーザーの自由記載による回答を所定の項目

に沿って分類しました。 

 
表 16．日本国特許庁が他国の特許庁よりも優れていると感じる点：国際出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1  有効回答数は 79 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  特に国内特許文献の調査について優れていると回答していた 18 件を含む。 

*3  その他の内容：調査手数料が安い。 

 

表 17 は、国際調査等の質に関し、日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる

日本国特許庁が優れていると感じる点 回答数[*1] 

先行技術文献調査[*2] 57 

新規性・進歩性等の判断 12 

審査官の技術理解力 10 

ばらつきのない判断 9 

見解書等の記載 7 

調査のスピード 3 

記載要件等の判断 2 

審査官とのコミュニケーション 1 

その他[*3] 1 
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点について集計したものです。集計にあたっては、ユーザーの自由記載による回答を所定の項目

に沿って分類しました。 
 

表 17．日本国特許庁よりも他国の庁の方が優れていると感じている点：国際出願 

他国の特許庁が優れていると感じる点 
回答数[*1] 

欧州特許庁 
米国特許 

商標庁 

中国国家知

識産権局 
韓国特許庁 

先行技術文献調査 

  （特に、外国特許文献の調査） 

  （特に、非特許文献等の調査） 

51 11 0 1 

29 6 0 0 

6 1 0 0 

見解書等の記載 3 1 0 0 

新規性・進歩性等の判断 3 0 0 0 

審査官の技術理解力 2 0 0 0 

記載要件等の判断 0 0 1 0 

面接等の意見表明機会が多い 1 0 0 0 

その他[*2] 6 2 2 1 
*1  有効回答数は 69 件。ただし、1 つの回答に複数の意見が含まれる場合は意見ごとに集計した。 

*2  その他の具体例：英語圏における指定国での審査の予測性が高い、審査請求費用が安いなど。 

 

⑤その他の PCT 国際調査等に関する意見（自由記載）について 

PCT 国際調査等についても様々な意見が寄せられましたが、特に、（他国特許庁との制度・判断

の調和や、外国文献を含めた先行技術調査などによって、）日本国特許庁が作成する国際調査

報告の内容が国内段階でも尊重されることを要望する意見が多数（15 件）でした。 
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（３）特定の特許出願における審査の質について（国内出願） 

 

①アンケート対象案件における国内特許審査の質について（全般） 

・アンケート対象となった特定の国内出願に関する特許審査の質について、「普

通」以上の評価を得た案件が８８．２％を占めました（昨年度８４．８％）。 

・特に、満足していると回答された案件が５９．２％と大半を占めました（昨年度５

２．１％）。 

 

表 18 及び図 9 は、アンケート対象となった特定の国内出願における特許審査の質についての５

段階評価を集計したものです。 

 
表 18．特定案件の審査の質への評価：国内出願 

５段階評価 回答数 割合 

５：満足 345 17.8% 

４：比較的満足 801 41.4% 

３：普通 561 29.0% 

２：比較的不満 191 9.8% 

１：不満 38 2.0% 

合計 1936 100% 

 

 

 
図 9．特定案件の審査の質への評価：国内出願 

 

②アンケート対象案件における国内特許審査の質について（最終処分別） 

・満足していると回答された割合は、特許査定案件＞応答なし拒絶査定案件＞

意見拒絶査定案件の順にそれぞれ約１０ポイント高くなりました。 

・不満があると回答された案件の割合については、意見拒絶査定が２７．２％で

あるところ、応答なし拒絶査定案件や、特許査定案件では１０％前後と低く、ユ

ーザーの納得感の高さを示しているといえます。 

 

表 19 及び図 10 は、アンケート対象となった特定の国内出願に関する特許審査の質の評価につ

いての最終処分別集計結果を示したものです。 

なお、用語の意味は以下のとおりです。 

「応答なし拒絶査定」 ： 査定直前の拒絶理由通知に対し、出願人による意見書や手続補正書が

提出されずに拒絶査定に到ったもの。 

「意見拒絶査定」 ： 査定直前の拒絶理由通知に対し、出願人による意見書や手続補正書が

提出され、これを受けて拒絶査定がなされたもの。 
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表 19．特定案件の審査の質への評価：国内出願(最終処分別） 

５段階評価 特許査定 
応答なし 

拒絶査定 
意見拒絶査定 

５：満足 303 30 12 

４：比較的満足 569 138 94 

３：普通 347 122 92 

２：比較的不満 106 29 56 

１：不満 11 9 18 

合計 1336 328 272 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 10．特定案件の審査の質への評価の割合：国内出願（最終処分別） 

 

③アンケート対象案件における国内特許審査の質について（拒絶理由通知回数別：特許査定） 

・特許査定案件であっても、拒絶理由通知回数が多く、手続の負担が大きいほど

不満があると回答された割合が高くなりました。ただし、満足と回答された割合

については、拒絶理由通知３回以上の案件で、拒絶理由通知２回の案件より若

干多く、通知回数の多さがていねいな応対として評価を受けた場合もあったもの

と考えられます。 

 

表 20 及び図 11 は、最終処分が特許査定である案件における国内特許審査の質の評価につい

て、拒絶理由通知回数別に細分化したものです。 

 
表 20．特定案件の審査の質への評価：国内出願(特許査定：拒絶理由通知回数別） 

５段階評価 
拒絶理由通知 

なし 

拒絶理由通知 

１回 

拒絶理由通知 

２回 

拒絶理由通知 

３回以上 
合計 

５：満足 111 145 43 4 303 

４：比較的満足 50 384 114 21 569 

３：普通 65 210 64 8 347 

２：比較的不満 3 65 34 4 106 

１：不満 0 5 4 2 11 

合計 229 809 259 39 1336 
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図 11．特定案件の審査の質への評価の割合：国内出願(特許査定：拒絶理由通知回数別） 

 

④アンケート対象案件における国内特許審査の質について（拒絶理由通知回数別：拒絶査定） 

表 21 及び図 12 は、最終処分が応答なし拒絶査定である案件における国内特許審査の質の評

価について、拒絶理由通知回数別に細分化したものです。 

表 22 及び図 13 は、最終処分が意見拒絶査定である案件における国内特許審査の質の評価に

ついて、拒絶理由通知回数別に細分化したものです。 

 
表 21．特定案件の審査の質への評価：国内出願(応答なし拒絶査定：拒絶理由通知回数別） 

５段階評価 
拒絶理由通知 

１回 

拒絶理由通知 

２回 

拒絶理由通知 

３回以上 
合計 

５：満足 26 2 2 30 

４：比較的満足 120 17 1 138 

３：普通 95 21 6 122 

２：比較的不満 22 5 2 29 

１：不満 8 1 0 9 

合計 271 46 11 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12．特定案件の審査の質への評価の割合：国内出願(応答なし拒絶査定：拒絶理由通知回数別） 

 
 

 

9.6%

4.3%

18.2%

9.1%

44.3%

37.0%

9.1%

42.1%

35.1%

45.7%

54.5%

37.2%

8.1%

10.9%

18.2%

8.8%

3.0%

2.2%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

拒絶理由通知１回

拒絶理由通知２回

拒絶理由通知３回
以上

全体

５：満足 ４：比較的満足 ３：普通 ２：比較的不満 １：不満
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表 22．特定案件の審査の質への評価：国内出願(意見拒絶査定：拒絶理由通知回数別） 

５段階評価 
拒絶理由通知 

１回 

拒絶理由通知 

２回 

拒絶理由通知 

３回以上 
合計 

５：満足 10 2 0 12 

４：比較的満足 71 23 0 94 

３：普通 58 31 3 92 

２：比較的不満 37 19 0 56 

１：不満 13 5 0 18 

合計 189 80 3 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 13．特定案件の審査の質への評価の割合：国内出願(意見拒絶査定：拒絶理由通知回数別） 

 

⑤アンケート対象案件における審査の質に満足している理由について 

・「拒絶理由通知／拒絶査定の記載内容がていねいで分かりやすい」及び「新規

性・進歩性に関する判断が適切である」が、満足の理由として多く挙げられまし

た。 

 

表 23 は、アンケート対象となった特定の国内出願に関する特許審査の質について満足している

（５段階評価で５又は４）理由についての集計結果を示したものです。 

 
表 23．特定案件の審査の質に満足している理由：国内出願 

満足している理由 回答数[*1] 

拒絶理由通知／拒絶査定の記載内容がていねいで分かりや

すい 
701 

新規性・進歩性に関する判断が適切である 689 

サーチ範囲・サーチ結果が適切である 321 

審査官とのコミュニケーション（面接、電話等による連絡）が有

用であった（たとえば補正の示唆等） 
53 

その他[*2] 125 

*1  有効回答数は 1146 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は理由ごとに集計した。 

*2  その他の例：拒絶理由通知が発せられることなく特許査定となったこと、補正の示唆が適切だったこと、審査官に技

術内容が十分に理解されたこと、審査がていねいで分かりやすかったこと、など。 

 

 

5.3%

2.5%

4.4%

37.6%

28.8%

34.6%

30.7%

38.8%

100%

33.8%

19.6%

23.8%

20.6%

6.9%

6.3%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

拒絶理由通知１回

拒絶理由通知２回

拒絶理由通知３回
以上

全体

５：満足 ４：比較的満足 ３：普通 ２：比較的不満 １：不満
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⑥アンケート対象案件における審査の質に不満がある理由について 

・不満がある具体的な理由としては、「新規性・進歩性を欠いている理由について

の説明が十分でない」が最も多く、次いで「新規性・進歩性に関する判断に不満

がある」が多く指摘されました。 

 

表 24 は、アンケート対象となった特定の国内出願に関する特許審査の質について不満がある

（５段階評価で２又は１）理由について、オフィスアクション別に集計した結果を示したものです。 

なお、これらの評価がなされた案件については、さらに詳細な分析を行いました（→３．（２）を参

照）。 

 
表 24．特定案件の審査の質に不満がある理由：国内出願 

不満がある理由 

回答数[*1]（指摘率[*2]） 

１ 回 目 の

拒 絶 理 由

通知 

2 回目の

拒絶理由

通知 

3 回目以

降の拒絶

理由通知 

拒絶査定 特許査定 

拒絶理由通知／拒絶査定を読んでも審査官

の判断又は意図がよく理解できない 
28(1.6%) 7(1.6%) 2(3.8%) 11(1.8%) 0 

新規性・進歩性を欠いている理由について

の説明が十分でない 
75(4.4%) 11(2.5%) 1(1.9%) 12(2%) 0 

新規性・進歩性に関する判断に不満がある 71(4.2%) 27(6.2%) 3(5.7%) 42(7%) 
1(0.1%) 

[*3] 

引用文献が必要以上に多く提示されている 12(0.7%) 2(0.5%) 2(3.8%) 4(0.7%) 0 

産業上の利用可能性、「発明」に該当するか

否か（第 29 条第 1 項柱書）に関する判断に

不満がある 

3(0.2%) 0 0 0 0 

記載要件（第 36 条第 4 項第１号、第 36 条第

6 項）を満たしいていないとする理由につい

ての説明が十分でない 

5(0.3%) 1(0.2%) 0 1(0.2%) 0 

記載要件（第 36 条第 4 項第 1 号、第 36 条

第 6 項）に関する判断に不満がある 
18(1.1%) 6(1.4%) 1(1.9%) 4(0.7%) 

1(0.1%) 

[*4] 

単一性違反（第 37 条）に関する判断に不満

がある 
9(0.5%) 0 0 0 0 

サーチ範囲・サーチ結果に不満がある 7(0.4%) 1(0.2%) 0 3(0.5%) 
1(0.1%) 

[*3] 

審査官とのコミュニケーション（面接、電話等

による連絡）に不満がある 
3(0.2%) 1(0.2%) 0 1(0.2%) 0 

その他[*5] 20(1.2%) 6(1.4%) 0 7(1.2%) 
4(0.3%) 

[*6] 
*1  有効回答数は 229 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は理由ごとに集計した。 

*2  指摘率は、各項目の回答数を、アンケート対象案件 1936 件中に含まれる各オフィスアクションの総数で割った値である。各オ

フィスアクションの総数は、１回目の拒絶理由通知が 1707 件、2 回目の拒絶理由通知が 438 件、3 回目以降の拒絶理由通知

が 53 件、拒絶査定が 600 件、特許査定が 1306 件。 

*3  「本願発明は既存技術の組み合わせ技術にもかかわらず、特許査定を得られたが、検索、審査について不満をもった」という

意見。 

*4  「記載要件の判断につき、必要以上に限定を求められた」という意見。 

*5  「審査請求から最初の拒絶理由通知の発送までの時間がかかりすぎ」、「拒絶査定ではなく拒絶理由通知とすべき」、「審査官

変更による判断の差異に不満」、「拒絶理由通知の記載不備による、手続費用と時間面での不利益」など。
 

*6  「審査の時間がかかり過ぎ」など。 
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（４）特定の国際出願における国際調査等の質について（国際出願） 

 

①アンケート対象案件における国際調査等の質について（全般） 

・アンケート対象となった特定の国際出願に関する国際調査等の質について、

「普通」以上の評価を得た案件が８８．７％を占めました（昨年度８７．１％）。 

・特に、満足していると回答された案件が５９．３％と大半を占めました（昨年度５

４．３％）。 

 

表 25 及び図 14 は、アンケート対象となった特定の国際出願に関する国際調査等の質について

の５段階評価を集計したものです。 

 
表 25．特定案件の調査等の質への評価：国際出願 

５段階評価 回答数 割合 

５：満足 88 13.8% 

４：比較的満足 291 45.5% 

３：普通 188 29.4% 

２：比較的不満 64 10.0% 

１：不満 8 1.3% 

合計 639 100% 

 

 

 
図 14．特定案件の調査等の質への評価：国際出願 

 

②アンケート対象案件における調査等の質に満足している理由について 

・「国際調査報告・見解書等の記載内容がていねい」、「新規性・進歩性に関する

判断が適切」、及び「サーチ範囲・結果が適切」が、満足の理由として多く挙げら

れました。 

 

表 26 は、アンケート対象となった特定の国際出願に関する国際調査等の質について満足してい

る（５段階評価で５又は４）理由についての集計結果を示したものです。 

 
表 26．特定案件の調査等の質に満足している理由：国際出願 

満足している理由 回答数[*1] 

国際調査報告・見解書等の記載内容がていねいで分かりやす

い 
217 

新規性・進歩性に関する判断が適切である 225 

サーチ範囲・サーチ結果が適切である 143 

その他[*2] 36 

*1  有効回答数は 379 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は理由ごとに集計した。 

*2  発明の内容をよく理解していた、審査が早かったこと、引用例との対比が明確だったことなど。 

 

 

 

満足
59.3%

普通
29.4%

不満
11.3%

５：満足
13.8%

４：比較的満足
45.5%

３：普通
29.4%

２：比較的不満
10.0%

１：不満
1.3%
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③アンケート対象案件における調査等の質に不満がある理由について 

・「新規性・進歩性に関する判断に不満がある」、「新規性・進歩性を欠いている

理由についての説明が十分でない」、「引用箇所の指摘が不十分」が、不満の

理由として多く挙げられました。 

 

表 27 は、アンケート対象となった特定の国際出願に関する国際調査等の質に不満がある（５段

階評価で２又は１）理由について、国際調査報告・国際調査機関の見解書と国際予備審査報告

別に集計した結果を示したものです。 

なお、これらの評価がなされた案件については、さらに詳細な分析を行いました（→３．（２）を参

照）。 

 
表 27．特定案件の調査等の質に不満がある理由：国際出願 

不満がある理由 

回答数[*1]（指摘率[*2]） 

国際調査報告・国際

調査機関の見解書 

国際予備審査報告 

新規性・進歩性を欠いている理由についての説明が十分

でない 
31(4.9%) 0 

新規性・進歩性に関する判断に不満がある 42(6.6%) 0 

引用箇所の指摘が不十分であるため、引用文献のどの箇

所に記載されているのかが分かりにくい 
13(2%) 0 

引用文献が必要以上に多く提示されている 4(0.6%) 0 

除外対象に関する判断に不満がある 1(0.2%) 0 

単一性に関する判断に不満がある 3(0.5%) 0 

記載不備等と判断した理由についての説明が十分でない 1(0.2%) 0 

記載不備等に関する判断に不満がある 1(0.2%) 0 

サーチ範囲・サーチ結果に不満がある 8(1.3%) 1(2.2%) 

付与された国際特許分類に不満がある 0 0 

その他[*3] 3(0.5%) 1(2.2%) 
*1  有効回答数は 72 件。ただし、1 つの回答に複数の理由が含まれる場合は理由ごとに集計した。 

*2  指摘率は回答数を、国際調査報告・国際調査機関の見解書の総数（639 件）又は国際予備審査報告の総数（45 件）でそれぞ

れ割った値である。 

*3  新規性・進歩性の判断が国際段階と国内段階とでばらついているなど。 

 



24 

 

３．アンケート回答内容の詳細分析 

 

（１）各評価項目と全体評価との相関分析 

①分析の内容 

特許審査に対する評価（満足度）の向上に向けて、どのような点に優先的に注力するべきか把握

するため、各個別の評価項目（拒絶理由通知の記載、進歩性の運用、等）の評価が、質全般への

評価（全体評価）に対して与える影響について調査しました。 

このような影響の強さは、一般の顧客満足度調査においてもよく行われるとおり、全体評価（特許

審査の質全般に対する５段階評価）と、各個別の評価項目の評価（項目別の５段階評価）との間

の相関係数の大きさにより分析することができます。 

図 15 は、個別の評価項目（拒絶理由通知等の記載）の評価と、全体評価との関係を示した例で

す。円の大きさは当該評価の回答件数、実線は回帰直線を表しています。 

 

 
図 15．個別の評価項目の評価と全体評価の関係（例） 

 

②各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国内出願） 

・全体評価との相関係数が大きい項目は、「拒絶理由通知等の記載」、「進歩性

の運用」、及び「国内特許文献の調査」であり、これらの項目での評価は、全体

評価に影響しやすく、特に重要な項目であるといえます。 

 

表 28 及び図 16 は、国内出願のアンケート（Ａ票）における各評価項目の評価と全体評価の相関

係数を示したものです。 

なお、相関係数は１を最大値とするもので、厳密な基準ではないものの、一般的におおよそ０．５

程度以上であれば、相応の（中程度の）相関があるとされます。 
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表 28．各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国内出願） 

評価項目 全体評価との相関係数 昨年度（参考） 

拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載 0.63 0.62 

進歩性の運用 0.54 0.55 

国内特許文献の調査 0.50 0.45 

拒絶査定の記載 0.46 0.46 

審査官間・審査室間でのばらつきのない判断 0.45 0.43 

審査官の専門知識レベル 0.44 0.53 

記載要件の運用 0.43 0.43 

新規性の運用 0.43 0.46 

付与された特許権の権利範囲 0.40 - 

審査官とのコミュニケーション 0.38 0.38 

明細書等の補正要件の運用 0.35 0.28 

発明の単一性の運用 0.28 0.28 

第 29 条 1 項柱書の判断 0.27 0.22 

外国特許文献の調査 0.24 0.28 

非特許文献等の調査 0.24 0.28 
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図 16．各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国内出願） 

 

③各評価項目の評価及び全体評価との相関（国内出願） 

・各項目における、現在の評価（満足度）と、全体評価との相関とをあわせて考慮

すると、「拒絶理由通知等の記載」、「進歩性の運用」、「ばらつきのない判断」、

といった項目が重点課題といえます。 

 

表 29 及び図 17 は、各項目の評価の平均と、上記相関係数の値を表したものです。図 17 のグラ

フ中、特に現在の評価が低く、全体評価との相関係数が大きい項目（グラフの左上「重点課題」に

近い項目）、すなわち、「拒絶理由通知等の記載」、「進歩性の運用」、「ばらつきのない判断」とい

った点が重点的に取り組むべき課題であることが分かりました。 
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表 29．各評価項目の評価及び全体評価との相関係数（国内出願） 

評価項目 
項目の評価 

（平均） 

全体評価との 
相関係数 

拒絶理由通知等の記載 3.35 0.63 

進歩性の運用 3.00 0.54 

国内特許文献の調査 3.54 0.50 

拒絶査定の記載 3.23 0.46 

ばらつきのない判断 2.80 0.45 

審査官の専門知識レベル 3.21 0.44 

記載要件の運用 3.09 0.43 

新規性の運用 3.52 0.43 

付与された特許権の権利範囲 3.15 0.40 

審査官とのコミュニケーション 3.49 0.38 

明細書等の補正要件の運用 3.21 0.35 

発明の単一性の運用 3.05 0.28 

第 29 条 1 項柱書の判断 3.61 0.27 

外国特許文献の調査 2.93 0.24 

非特許文献等の調査 2.95 0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 17．各評価項目の評価及び全体評価との相関係数（国内出願） 
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④各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国際出願） 

・国際出願において、全体評価との相関係数が大きい項目は、「新規性・進歩性

に関する判断」、「国際特許分類の精度」、「国内特許文献の調査」、「新規性・

進歩性に関する見解の記載」でした。 

・「外国特許文献の調査」について、全体評価との相関係数が大きく上昇した（昨

年度 0.32→今年度 0.49）のをはじめ、「国内特許文献の調査」や「非特許文献等

の調査」についても同様に上昇傾向が見られることから、先行技術調査の重要

性がますます大きくなっているといえます。 

 

表 30 及び図 18 は、国際出願のアンケート（Ｃ票）における各評価項目の評価と全体評価の相関

係数を示したものです。 

なお、相関係数は１を最大値とするもので、厳密な基準ではないものの、一般的におおよそ０．５

程度以上であれば、相応の（中程度の）相関があるとされます。 

 
表 30．各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国際出願） 

評価項目 
全体評価との 

相関係数 
昨年度（参考） 

新規性・進歩性に関する判断 0.59 0.56 

国際特許分類の精度 0.56 0.52 

国内特許文献の調査 0.56 0.50 

新規性・進歩性に関する見解の記載 0.54 0.56 

外国特許文献の調査 0.49 0.32 

国際段階と国内段階でのばらつきのない判断 0.40 0.40 

審査官間・審査室間でのばらつきのない判断 0.37 0.33 

非特許文献等の調査 0.37 0.28 

記載不備等に関する判断 0.34 0.26 

除外対象に関する判断 0.27 0.37 

単一性違反に関する判断 0.27 0.28 
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図 18．各評価項目の評価と全体評価との相関係数（国際出願） 
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⑤各評価項目の評価及び全体評価との相関（国際出願） 

・全体評価との相関係数が比較的高く、評価値の平均が低い「外国特許文献の

調査」が大きな重点課題といえます。 

 

表 31 及び図 19 は、各項目の評価の平均と、上記相関係数の値を表したものです。図 19 のグラ

フ中、現在の評価が低く、全体評価との相関係数が大きい項目（グラフの左上「重点課題」に近い

項目）、すなわち「外国特許文献の調査」が重点的に取り組むべき課題であることが分かりました。 

 
表 31．各評価項目の評価及び全体評価との相関係数（国際出願） 

評価項目 
項目の評価 

（平均） 

全体評価との

相関係数 
新規性・進歩性に関する判断 3.40 0.59 

国際特許分類の精度 3.49 0.56 

国内特許文献の調査 3.62 0.56 

新規性・進歩性に関する見解の記載 3.34 0.54 

外国特許文献の調査 2.93 0.49 

国際段階と国内段階でのばらつきのない判断 2.96 0.40 

審査官間・審査室間でのばらつきのない判断 3.05 0.37 

非特許文献等の調査 2.89 0.37 

記載不備等に関する判断 3.18 0.34 

除外対象に関する判断 3.40 0.27 

単一性違反に関する判断 3.28 0.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19．各評価項目の評価及び全体評価との相関係数（国際出願） 
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（２）個別案件の具体的な指摘事項の分析について 

ユーザーからは、アンケートの対象となった特定案件に対する意見のほか、自由記載の回答に

より、特許審査の手続や質が良かったと思われる案件や、逆に問題があったと思われる案件につ

いて意見が挙げられました。 

このうち、特許審査の質が良かったと思われる案件としては、１０８件の国内出願案件と、９件の

国際出願案件が挙げられました。このうち、国内出願案件では、面接及び電話応答により、充分

な意思疎通を図ることができた点や、審査官によるていねいな拒絶理由通知の記載が良かった、

あるいは審査判断に納得できたという意見が多く、国際出願案件では、見解書の記載がていねい

でわかりやすかったことや、先行技術調査が適切（適切な先行文献が提示された。）であったとい

う意見がありました。 

また、特許審査の質に問題があったと思われる案件については、３７２件の国内出願案件と、１７

件の国際出願案件が挙げられました。これらの案件に対する指摘の内容について、特定の出願

について（Ｂ票、Ｄ票において）、特許審査の質に不満があると回答された案件への指摘内容とあ

わせて分析を行いました。 
 

①分析の内容 

上記のとおり、特許審査の手続や質に問題があったとして自由記載により回答された案件と、特

定の出願に対し特許審査の質に不満があると回答された案件について、具体的な指摘内容を分

析しました（自由記載案件：国内出願３７２件、国際出願１７件、特定の出願：国内出願２２９件、国

際出願７２件、合計６９０件）。 

この分析では、アンケート回答の内容について検討し、具体的な指摘事項を図 20 に示す＃０１

～＃５７のいずれかに分類しました。 
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図 20．指摘事項の分類項目一覧 

 

・新規性・進歩性に関する指摘

#01 本願発明の認定

#02 引用発明の認定

#03 引用文献の参照箇所の特定不十分（特定記載無しを含む）

#04 周知（または慣用）技術の認定

#05 周知（または慣用）技術の根拠文献の提示不十分（提示無しを含む）

#06 一致点、相違点の判断

#07 一致点、相違点（または対比関係）の記載不十分（記載無しを含む）

#08 組合せ・動機づけについての判断

#09 組合せ・動機づけの記載不十分（記載無しを含む）

#10 設計的事項についての判断

#11 設計的事項の記載不十分（記載無しを含む）

#12 作用効果についての判断

#13 請求項ごとの説明不十分（複数請求項の括り起案など）

#14 上記以外で記載や形式に問題（日本語として理解困難、など）

#15 その他

・記載要件（36条）に関する指摘

#16 サポート要件（36条6項1号）の判断

#17 明確性要件（36条6項2号）の判断

#18 実施可能要件（36条4項1号）の判断

#19 記載不備についての説明・記載不十分

#20 その他

・単一性（37条）に関する指摘

#21 単一性についての判断

#22 単一性違反の説明・記載不十分

#23 その他

・補正要件に関する指摘

#24 シフト補正の判断

#25 新規事項追加の判断

#26 最後の拒絶理由通知後の補正要件の判断

#27 補正要件違反の説明・記載不十分

#28 その他

・サーチに関する指摘

#29 サーチ範囲（検索式、時期的範囲）の設定・判断

#30 国内特許文献のサーチ漏れ・不十分

#31 外国特許文献のサーチ漏れ・不十分

#32 非特許文献のサーチ漏れ・不十分

#33 その他

・拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定に関する指摘

#34 適切な文献や拒絶理由の後出し

#35 補正等の示唆に関するもの

#36 審査手続における権利範囲の過度な限定要求

#37 「最後の」拒絶理由とした判断

#38 十分な応答の機会なく拒絶査定

#39 自己案件の特許査定の判断

#40 他者案件の特許査定の判断

・審査判断等のばらつきに関する指摘

#41 審査官間・審査室間のばらつき

#42 分割等の関係で関連付けられた案件同士でのばらつき

#43 JPOでの国際段階と国内段階とのばらつき

#44 審判とのばらつき

#45 他国特許庁とのばらつき

#46 その他

・個々の審査官に対する指摘

#47 技術理解の不足

#48 審査官の専門性（バックグラウンド、担当部署）

#49 法令・基準等の理解不足・適用誤り

#50 面接や電話応対などのコミュニケーション

#51 起案に記載された文章表現

#52 その他

・その他

#53 審査官のケアレスミスまたは誤記

#54 審査のタイミングや期間管理

#55 特定案件についてでなく、制度・運用そのものへの不満

#56 手続に関する余分な負担やコスト増（拒絶理由への応答、審判請求、等）

#57 その他
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②新規性・進歩性に関する指摘について 

・ユーザーの指摘は、その多くが今後の運用等の改善に有用であると認められる

ものでした。 

・新規性・進歩性に関するものとしては、拒絶理由通知等の記載について多くの

の指摘がありました。特に、「一致点・相違点の記載」（＃０７）、「組合せ・動機づ

けの記載」（＃０９）、「引用文献の参照箇所の記載」（＃０３）について不十分と

の意見が多数でした。また、「請求項ごとの説明が不十分」（＃１３）との指摘も

多く見られました。 

・新規性・進歩性の判断については、「引用発明の認定」（＃０２）や「一致点、相

違点の判断」（＃０６）、「組合せ・動機づけについての判断」（＃０８）に多くの指

摘がありました。 

 

図 21 は、新規性・進歩性に関する指摘の集計結果（全指摘件数８３８件に対する割合）を示した

ものです。 
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

#01 本願発明の認定

#02 引用発明の認定

#03 引用文献の参照箇所の特定不十分

#04 周知技術の認定

#05 周知技術の根拠文献の提示不十分

#06 一致点、相違点の判断

#07 一致点、相違点の記載不十分

#08 組合せ・動機づけについての判断

#09 組合せ・動機づけの記載不十分

#10 設計的事項についての判断

#11 設計的事項の記載不十分

#12 作用効果についての判断

#13 請求項ごとの説明不十分

#14 上記以外で記載や形式に問題

#15 その他

 
 

図 21．新規性・進歩性に関する指摘件数の割合 

 

③記載要件、単一性、及び補正要件に関する指摘について 

・記載要件（３６条）の判断に関する指摘が多く、特に「明確性要件（３６条６項２

号）の判断」について多くの指摘（＃１７）がありました。 

 

図 22 は、記載要件、単一性、及び補正要件に関する指摘の集計結果（全指摘件数に対する割

合）を示したものです。 
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0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

#16 サポート要件（36条6項1号）の判断

#17 明確性要件（36条6項2号）の判断

#18 実施可能要件（36条4項1号）の判断

#19 記載不備についての説明・記載不十分

#20 その他

#21 単一性についての判断

#22 単一性違反の説明・記載不十分

#23 その他

#24 シフト補正の判断

#25 新規事項追加の判断

#26 最後の拒絶理由通知後の補正要件の判断

#27 補正要件違反の説明・記載不十分

#28 その他

 
 

図 22．記載要件、単一性、補正要件に関する指摘件数の割合 

 

④サーチ、拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定に関する指摘について 

・「十分な応答の機会なく拒絶査定を受けた」（＃３８）という点について多くの指

摘がありました。 

・今年度のアンケートでは、Ａ票に他者の出願案件に関する設問を設けたことか

ら、他者案件についても多数の指摘が寄せられました。 

 

図 23 は、サーチ、拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定に関する指摘の集計結果（全指摘件数

に対する割合）を示したものです。 

 
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

#29 サーチ範囲の設定・判断

#30 国内特許文献のサーチ漏れ・不十分

#31 外国特許文献のサーチ漏れ・不十分

#32 非特許文献のサーチ漏れ・不十分

#33 その他

#34 適切な文献や拒絶理由の後出し

#35 補正等の示唆に関するもの

#36 権利範囲の過度な限定要求

#37 「最後の」拒絶理由とした判断

#38 十分な応答の機会なく拒絶査定

#39 自己案件の特許査定の判断

#40 他者案件の特許査定の判断  
 

図 23．サーチ、拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定に関する指摘件数の割合 
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⑤審査のばらつき、個々の審査官、その他に関する指摘について 

・審査のばらつきに関しては、「国際段階と国内段階とのばらつき」（＃４３）及び

「審査官間又は審査室間でのばらつき」（＃４１）に関し、多くの指摘がありまし

た。 

・その他の項目では、「手続に関する余分な負担増」（＃５６）、「審査官のケアレ

スミス又は誤記に起因」（＃５３）、「審査官の技術理解の不足」（＃４７）、「面接

や電話応対などのコミュニケーション」（＃５０）に関し、多くの指摘がありました。 

 

図 24 は、審査のばらつき、個々の審査官、その他に関する指摘の集計結果（全指摘件数に対

する割合）を示したものです。 

 
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

#41 審査官間・審査室間のばらつき

#42 分割等の案件同士でのばらつき

#43 国際段階と国内段階とのばらつき

#44 審判とのばらつき

#45 他国特許庁とのばらつき

#46 その他

#47 技術理解の不足

#48 審査官の専門性

#49 法令・基準等の理解不足・適用誤り

#50 面接や電話応対などのコミュニケーション

#51 起案に記載された文章表現

#52 その他

#53 審査官のケアレスミスまたは誤記に起因

#54 審査のタイミングや期間管理

#55 制度・運用そのものへの不満

#56 手続に関する余分な負担やコスト増

#57 その他  
 

図 24．審査のばらつき、個々の審査官、その他に関する指摘件数の割合 

 

⑥国内出願と国際出願との指摘傾向の違い 

・国内出願の場合と比べて国際出願では、特に「一致点、相違点の判断」（＃０

６）や「一致点・相違点の記載」（＃０７）の指摘、及び国内特許文献調査（＃３０）

に関し、比較的多数の指摘がありました。 

 

図 25 は、国内出願と国際出願とに分けて、それぞれにおける指摘件数の合計に対する各指摘

事項の件数の割合を示したものです。国内出願に関する指摘事項は延べ７３０件、国際出願に関

する指摘事項は延べ１０８件でした。 
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  国内出願 国際出願 

       

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
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#01
#02
#03
#04
#05
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#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57

 
 

図 25．国内出願と国際出願との指摘件数の割合 

本願発明認定

引用発明認定

引用文献特定記載

周知技術認定

周知技術根拠提示

一致点、相違点判断

一致点、相違点記載

組合せ・動機づけ判断

組合せ・動機づけ記載

設計的事項判断

設計的事項記載

作用効果判断

請求項ごとの説明

記載の問題

その他

36条6項1号判断

36条6項2号判断

36条4項1号判断

36条の説明記載

その他

37条判断

37条説明記載

その他

シフト補正判断

新規事項判断

最後拒理後の要件判断

補正要件の説明記載

その他

サーチ範囲

国内特許サーチ

外国特許サーチ

非特許サーチ

その他

文献等後出し

補正等の示唆

過度な限定

最後拒理の判断

十分な応答機会

自己特許査定判断

他者特許査定判断

審査官間ばらつき

分割案件ばらつき

国際・国内段階ばらつき

審判とのばらつき

他国とのばらつき

その他

技術理解不足

審査官の専門性

法令・基準等理解

面接・電話応対等

文章表現

その他

ケアレスミス・誤記

審査時期・期間

制度・運用自体

余分な負担・コスト

その他
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⑦自由記載案件と特定案件との指摘傾向の違い 

・特定案件への指摘には、新規性・進歩性に関するもの（＃０１～＃１５）が多く、

一方、自由記載案件では、審査等のばらつきに関する指摘（＃４１～＃４６）や、

「他者案件の特許査定に関する判断」（＃４０）のほか、「審査官の技術理解不

足」（＃４７）や「面接や電話応対などのコミュニケーション」（＃５０）について多く

の指摘が得られました。 

 

図 26 は、審査等の質に問題がある案件としてＡ票又はＣ票の自由回答欄に挙げられたもの（自

由記載案件）と、Ｂ票又はＤ票の回答で、対象の出願における審査等の質に不満があると回答さ

れた案件（特定案件）とに分けて、それぞれにおける指摘事項の件数合計に対する各指摘事項

の件数の割合を示したものです。自由記載案件に対する指摘事項は延べ４６５件、特定案件に対

する指摘事項は延べ３７３件でした。 
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  自由記載案件 特定案件 

    

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
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#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57

 
 

図 26．自由記載案件と特定案件との指摘件数の割合 

 

本願発明認定

引用発明認定

引用文献特定記載

周知技術認定

周知技術根拠提示

一致点、相違点判断

一致点、相違点記載

組合せ・動機づけ判断

組合せ・動機づけ記載

設計的事項判断

設計的事項記載

作用効果判断

請求項ごとの説明

記載の問題

その他

36条6項1号判断

36条6項2号判断

36条4項1号判断

36条の説明記載

その他

37条判断

37条説明記載

その他

シフト補正判断

新規事項判断

最後拒理後の要件判断

補正要件の説明記載

その他

サーチ範囲

国内特許サーチ

外国特許サーチ

非特許サーチ

その他

文献等後出し

補正等の示唆

過度な限定

最後拒理の判断

十分な応答機会

自己特許査定判断

他者特許査定判断

審査官間ばらつき

分割案件ばらつき

国際・国内段階ばらつき

審判とのばらつき

他国とのばらつき

その他

技術理解不足

審査官の専門性

法令・基準等理解

面接・電話応対等

文章表現

その他

ケアレスミス・誤記

審査時期・期間

制度・運用自体

余分な負担・コスト

その他
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４．調査結果からみた重点事項 

アンケート集計結果及び分析の結果から得られた重点事項は、以下のとおりであり、おおむね昨

年の報告書で挙げられた項目の重要性を裏付けるものでした。また、今回の調査において新たに

導入した設問によって、さらに詳細な内容を明らかにすることができました。 

これらの点に留意しながら、引き続き特許審査の質の維持・向上に努めていきます。 

 

（１） 新規性・進歩性についての的確な判断と通知等の記載の充実 

新規性・進歩性の判断及び拒絶理由通知の記載については、昨年度のアンケート調査と同様、

特定の出願に関する不満の原因として多く挙げられるとともに（２．（３）⑥及び２．（４）③参照）、全

体評価に最も影響しやすいとの分析が得られました（特に３．（１）②，⑤参照）。 

具体的には、個別案件の詳細な分析により、「一致点・相違点」、「引用文献の認定」、「組合せ・

動機づけ」といった、主要な審査の判断過程等に対する指摘や、その判断が拒絶理由通知等に

十分に記されていないとの指摘が多く、引き続き出願人との意思の疎通への配慮、特に拒絶理由

の記載を充実させていきます。 

なお、審査基準には、「第Ⅸ部 審査の進め方」 第１節の１．（３）において、「出願人（代理人を

含む。以下同じ。）との意思疎通の確保に留意しつつ効率的な審査をする。」との記載があるととも

に、同第２節 の４．２には、「拒絶理由には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解でき

るように具体的に指摘しなければならない。また、…（略）…第三者からみても明確でなければなら

ない」と記載されています。 

 

個別の具体例を確認したところ、下記にあげるように拒絶理由通知の記載の仕方に起因して、出

願人がその趣旨を明確に把握できず、意思疎通に問題を生じた事例がユーザーから指摘されて

いました（細部を修正して掲載しています。）。 

なお、事例番号の横には、当該記載に該当する事項（ａ～ｄ）を付記しています。（必ずしもユー

ザーからアンケート回答で実際に指摘された点に限りません。） 

ａ．一致点・相違点に関する記載が不十分 
ｂ．引用文献の引用箇所や認定事項の記載が不十分 
ｃ．進歩性を否定する論理づけについての記載が不十分 
ｄ．拒絶理由における対比・判断等の説明を共通化することが適当でない複数請求項に

ついての拒絶理由のまとめ記載 
 

＜事例１：ａ～ｄ全て＞ 

本願発明と引用文献との対比が記載されておらず、引用箇所についての記載もない。また、

論理づけについては単に「適宜なし得る設計的事項」と記載されるのみで、論理的な判断の

内容が記載されているとはいえない。 

［拒絶理由（２９条２項）］ 

請求項１-10 

１.特開####－******号公報 

 上記引用文献１に記載された●●●を●●●に変更することは、当業者が適宜 

なし得る設計的事項に過ぎない。 
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＜事例２：ａ～ｄ全て＞ 

本願発明と引用文献との対比が記載されておらず、引用箇所についての記載もない。また、

論理づけについては単に「組み合わせることは容易」と記載されるのみで、論理的な判断の

内容が記載されているとはいえない。 

［拒絶理由（２９条２項）］ 

請求項１－４ 

文献１には、～～を備えた△△装置が記載されている。 

一方、文献２には、△△装置において●●を●●とすることが記載されている。 

そして、文献１と文献２とを組み合わせることは、当業者であれば容易である。 

 

＜事例３：ａ，ｃ＞ 

本願発明と引用文献との対比が記載されていない。また、進歩性を否定する論理づけは文

献の組み合わせと思われるが、この点について何ら記載されていない。 

［拒絶理由（２９条２項）］ 

引用文献１：特開####－******号公報 

（特に、上記引用文献１の特許請求の範囲の記載等を参照のこと。） 

引用文献２：特開####－******号公報 

（特に、上記引用文献２の段落【0123】、【図 1】等を参照のこと。） 

 

＜事例４：ａ，ｂ，ｃ＞ 

本願発明と引用文献との対比が記載されていない。引用箇所については引用文献２につい

てのみ記載されており、他の文献については全く触れられていない。また、進歩性を否定する

論理づけは文献の組み合わせと思われるが、この点についても何ら記載されていない。 

［拒絶理由（２９条２項）］ 

・請求項 １ 

・引用文献等 １、２ 

・備考 

 引用文献２（図１、【０123】等参照）には、～～の点が記載されている。 

 

・請求項 ２ 

・引用文献等 １－３ 

 

（２） 審査判断のばらつきの低減 

「ばらつきのない判断」への評価（２．（１）③参照）については、不満があると回答した割合が３６．

８％と、昨年度（４７．９％）より低下したとはいえ、依然としてどの項目よりも不満の割合が高く、この

ようなばらつきの低減に努めていきます。 

昨年度のアンケート調査において、判断のばらつきに対する不満の割合が高かったことを踏まえ、

今年度の調査においては、ばらつきの内容についてさらに詳細な回答を求める設問としました。

その結果、ばらつきを感じるところとしては「同一技術分野内」という回答が最も多く、また、ばらつ

きの内容としては、新規性・進歩性の判断が、最も大きな割合を占めることが分かりました。また、

これ以外の点についても、異なる技術分野間を含め様々な点でばらつきを指摘する意見があり（２．

（１）④参照）、特にこれらのばらつきの低減に努めていきます。 
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（３） 外国特許文献及び非特許文献調査の充実 

昨年度の調査と同様に、国内特許文献の調査に関しては、「普通」以上の評価が、国内特許審

査及び国際調査等でともに９０％を超えるなど、一定の評価を受ける一方で（２．（１）③，（２）②参

照）、外国特許文献や非特許文献の調査については不満も多く、十分な評価を得られていません

（２．（１）③，２．（２）②参照）。 

また、国際調査等においては、外国特許文献や非特許文献の調査に対する個別項目への評価

と、国際調査等の質全体の評価との相関が、昨年度の調査より大きく上昇しました（３．（１）④）。こ

れらの項目について重要性が高まっていることを示唆するものといえます。 

以上の点から、今後特に国際調査等において、外国特許文献や非特許文献の調査を充実させ

ていきます。 

 

（４） 第三者としての評価 

今回の調査では新たに、Ａ票（国内出願全般についてのアンケート）において、他者の出願案件

における審査の質の評価についての設問を加えました。この回答を集計した結果では、「普通」以

上の評価が７４．９％と、国内特許審査の質全般についての評価（９２．５％）に比べ大幅に低くなり

ました（２．（１）⑦参照）。特許審査の質の評価については、出願人としての観点と、第三者として

の観点の両方が必要であり、このような点を踏まえながら審査を行っていきます。 

他者案件の審査についての具体的なコメントでは、「先行技術調査や技術的な判断が甘いと感

じる」、「数値限定に関する審査に疑問を感じる」など、審査判断に対して疑義を呈する意見や、

「特許査定の理由が不明である」、「面接審査での検討内容が不明である」といった、判断内容を

明確にしてほしいという要望について多くのコメントがありました。 

 

 

５．今後のユーザーアンケート調査に向けて 

ユーザーニーズの継続的な把握のため、平成２６年度以降も同様の調査を行う予定です。今後

の調査にあたっては、以下の各点について検討していきます。 

 

（１）設問の構成 

今年度の調査では、審査等のばらつきや、他者による出願案件に関する設問を追加し、より詳

細な分析を行うことで有益な情報が得られました。 

調査の継続性の観点から、今後アンケート構成の大幅な変更は予定していませんが、特許審査

の質の向上に資する有益な情報が得られるよう、設問を検討しつつ実施していきます。 

 

（２）特定の出願についてのアンケート対象となる案件について 

特定の出願についてのアンケート（Ｂ票、Ｄ票）では、たとえば、拒絶理由無しでの特許査定を受

けた案件や、拒絶理由に対する応答をしなかった案件等において、出願人として特段意見のない

場合が多く回答が難しいという指摘があります。 

実際、拒絶理由通知等によるやり取りがある案件のほうが、より様々な指摘が得られていますが、

上記のような案件についても、先行技術調査や審査等の判断に対する指摘がなされる場合があり、

また、特許庁の特許審査の質について、全体の状況を把握するためには、特定の案件を対象か

ら除外することも適当ではありません。 

上記の点を踏まえ、効率的に有益な情報が得られるよう、特定の出願についてのアンケート手法

について検討します。 
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（３）アンケート対象者 

現在実施している調査では、国内の出願人、及び在外出願人による国内出願の代理人を対象と

していますが、国内外のユーザーに信頼される質の高い特許審査を実現するという観点から、今

後、在外出願人の意見を直接収集する手段についても検討していきます。 

 

（４）アンケート調査票の形式 

今後も調査票の体裁や形式などについて、様々な意見を踏まえて改良しつつ、アンケートを実

施していきます。 
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（付録）アンケート調査票（Ａ～Ｄ票） 

【Ａ票】 国内出願全般についてのアンケート

【１】特許審査の質一般について
満足 比較的満足 普通 比較的不満 不満

5 4 3 2 1

②特許審査の質に関し、各項目１～１０の評価についてお答えください
満足 比較的満足 普通 比較的不満 不満

5 4 3 2 1

１．拒絶理由通知等（拒絶査定除く）の記載

２．拒絶査定の記載

３．ばらつきのない判断

「１（不満）」又は「２（比較的不満）」の場合には、下記３－１．３－２についてもお答えください。

３－１．不満を感じるばらつきについて下記から選択してください。（複数選択可）

同一の技術分野におけるばらつき 異なる技術分野同士でのばらつき 審査と審判との間のばらつき

他国特許庁と日本国特許庁との間のばらつき その他（具体的に）

３－２．どのような点でばらつきを感じるか、記入欄に記入してください。(○○の判断、△△の運用、など)

４．条文の運用に関して

４－１．第29条1項柱書（産業上の利用可能性、「発明」に該当するか否かの判断）

４－２．第29条1項各号（新規性）

４－３．第29条2項（進歩性）

４－４．第36条4項1号、第36条6項（明細書・特許請求の範囲の記載要件）

４－５．第37条（発明の単一性）

４－６．第17条の2第3項～6項（明細書、特許請求の範囲等の補正）

５．サーチに関して

５－１．国内特許文献の調査

５－２．外国特許文献の調査

５－３．非特許文献等の調査

６．審査官の技術等に関する専門知識レベル

７．審査官とのコミュニケーション（面接、電話による連絡等）

８．審査を通して付与された特許の権利範囲について

(出願の開示や先行技術との対比において、十全な権利範囲となっているか)

９．特許審査の質に関し、他国の特許庁よりも日本国特許庁の方が優れていると感じる点があれば、記入欄に記入してください

　　を入れ（複数可）、優れていると感じた点を記入欄に記入してください

欧州特許庁（EPO） 米国特許商標庁（USPTO） 中国国家知識産権局（SIPO）

韓国特許庁（KIPO） その他（国名も記入欄に記載してください）

（９．に関する記入欄）

１０．特許審査の質に関し、日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる点があれば、その特許庁にチェック

（１０．に関する記入欄）

分からない

３－２．に関する記入欄

（上記１～８の項目に関してご意見・ご要望などございましたら、この記入欄に記入してください）

お名前 ご連絡先（℡）

＊ご回答者のお名前、ご連絡先をご記入の上、下記【１】、【２】の問いにお答えください
　なお、ご回答いただいた内容に不備等があった場合のみ、頂いた連絡先に確認の連絡をさせていただくことがございます

①最近(１年程度)の特許審査の質全般についてどのように感じていますか
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【２】その他

①自己の出願案件のうち、今回のアンケート対象となった個別案件（Ｂ票参照）以外で、審査の手続きや質に問題があったと

　思われる案件（複数の案件でも結構です）がございましたら、特許出願番号及び問題があったと思う理由を

　できるだけ具体的に下記の記入欄に記入してください

　ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックをしてください

担当審査官へのフィードバック可

②自己の出願案件のうち、今回のアンケート対象となった個別案件（Ｂ票参照）以外で、審査の手続きや質が良かったと

　思われる案件(複数の案件でも結構です)がございましたら、特許出願番号及び質が良かったと思う理由を

　できるだけ具体的に下記の記入欄に記載してください

　ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックをしてください

担当審査官へのフィードバック可

③他者の出願案件の審査結果についてどのように感じていますか

満足 比較的満足 普通 比較的不満 不満

5 4 3 2 1

④他者の出願案件の審査について、ご意見・ご要望などございましたら、下記の記入欄に記入してください

⑤他者の出願案件で、審査の質に問題があったと思われる案件（複数の案件でも結構です）がございましたら、

　特許出願番号及び問題があったと思う理由をできるだけ具体的に下記の記入欄に記入してください

担当審査官へのフィードバック可

⑥その他、特許審査の質に関し、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください

(例えば付与された特許権の安定性や利用性など）

⑦本アンケートの様式等、本アンケートの手続きに関し、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください

（記入欄）

（記入欄）

（記入欄）

（記入欄）

分からない

（記入欄）

（記入欄）
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【Ｂ票】 特定の国内出願についてのアンケート

＊

満足 普通 不満

5 3 1

【１】本件特許出願の特許審査の質についてどのように感じていますか

上記【１】にて「５」または「４」にチェックをされた場合、

満足した点を以下の項目から選択してください。また、具体的な理由を下記の記入欄に記入してください（任意）。

拒絶理由通知／拒絶査定の記載内容が丁寧で分かりやすい

新規性・進歩性に関する判断が適切である

サーチ範囲・サーチ結果が適切である

審査官とのコミュニケーション（面接、電話等による連絡）が有用であった（例えば、補正の示唆等）

上記【１】にて「２」または「１」にチェックをされた場合、

　１：具体的にどの手続きに不満があったのかをⅠ欄に記載の手続きから選択してチェック（複数可）し、

　２：チェックした各手続きのどの点に不満があったのかを以下のＡ～Ｋから選択してⅡ欄にチェック（複数可）し、

　３：その具体的理由を下記の記入欄に記入してください。

Ⅰ欄

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

１回目の拒絶理由通知

２回目の拒絶理由通知

３回目以降の拒絶理由通知

特許査定

拒絶査定

Ａ：拒絶理由通知／拒絶査定を読んでも審査官の判断または意図がよく理解できない

Ｂ：新規性・進歩性を欠いている理由についての説明が十分でない

Ｃ：新規性・進歩性に関する判断に不満がある

Ｄ：引用文献が必要以上に多く提示されている

Ｅ：産業上の利用可能性、「発明」に該当するか否か（第29条1項柱書）に関する判断に不満がある

Ｆ：記載要件（第36条4項1号、第36条6項）を満たしていないとする理由についての説明が十分でない

Ｇ：記載要件（第36条4項1号、第36条6項）に関する判断に不満がある

Ｈ：単一性違反（第37条）に関する判断に不満がある

Ｉ：サーチ範囲・サーチ結果に不満がある

Ｊ：審査官とのコミュニケーション（面接、電話等による連絡）に不満がある

Ｋ：その他

【２】ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックを入れてください

担当審査官へのフィードバック可

その他（具体的な内容を下記記入欄に記入してください。）

（記入欄）

Ⅱ欄

（記入欄）

出願番号 （発明の名称）

比較的

満足

4

・上記出願の審査に対する評価に関し、下記【１】【２】についてご回答ください。

2

比較的

不満
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【Ｃ票】 ＰＣＴ出願全般についてのアンケート

【１】国際調査等（国際調査報告（様式210）・見解書（様式237）・予備審査（様式409））の質一般について

満足 比較的満足 普通 比較的不満 不満

5 4 3 2 1

①最近（１年程度）の国際調査等の質全般についてどのように感じていますか

②国際調査等の質に関し、各項目１～１１の評価についてお答えください 満足 比較的満足 普通 比較的不満 不満

5 4 3 2 1

１．国際特許分類の精度

２．除外対象
＊
に関する判断（調査報告：第Ⅱ欄、見解書：第Ⅲ欄）

＊：数学の理論や事業活動、手術又は治療による人体等の処置方法などにより調査の除外となったもの

３．単一性違反に関する判断 （調査報告：第Ⅲ欄、見解書：第Ⅳ欄）

４．新規性・進歩性に関する判断（見解書：第Ⅴ欄）

５．新規性・進歩性に関する見解の記載（見解書：第Ⅴ欄）

６．サーチに関して

６－１．国内特許文献の調査

６－２．外国特許文献の調査

６－３．非特許文献等の調査

７．記載不備等に関する判断（調査報告：特別ページ、見解書：第Ⅶ、Ⅷ欄）

８．国際段階におけるばらつきのない判断

「１（不満）」又は「２(比較的不満)」の場合には下記８－１．８－２．にも回答してください。

８－１．不満を感じるばらつきについて下記から選択してください。（複数選択可）

同一の技術分野におけるばらつき 異なる技術分野同士でのばらつき

他国特許庁と日本国特許庁との間のばらつき その他（具体的に）

８－２．どのような点でばらつきを感じるか、記入欄に記入してください。　(○○の判断、△△の運用、など)

９．国際段階と国内段階との間でのばらつきのない判断

９－１．「１（不満）」又は「２（比較的不満）」の場合には、どのような点でばらつきを感じるか

　　記入欄に記入してください。　(○○の判断、△△の運用、など)

９－１．に関する記入欄

１０．国際調査等の質に関し、他国の特許庁よりも日本国特許庁の方が優れていると感じる点があれば、記入欄に記入してください

　　　を入れ（複数可）、優れていると感じた点を記入欄に記入してください

欧州特許庁（EPO） 米国特許商標庁（USPTO） 中国国家知識産権局（SIPO）

韓国特許庁（KIPO） その他（国名も記入欄に記載してください）

（１０．に関する記入欄）

１１．国際調査等の質に関し、日本国特許庁よりも他国の特許庁の方が優れていると感じる点があれば、その特許庁にチェック

（１１．に関する記入欄）

８－２．に関する記入欄

（上記１～９の項目に関してご意見・ご要望などございましたら、この記入欄に記入してください）

＊下記【１】、【２】の問いにお答えください

　分からない
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【２】その他

担当審査官へのフィードバック可

担当審査官へのフィードバック可

（記入欄）

　　案件（複数の案件でも結構です）がございましたら、国際出願番号及び質が良かったと思う理由を

　　できるだけ具体的に下記の記入欄に記入してください

　　ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックをしてください

（記入欄）

　③国際調査等の質または、本アンケートに関し、ご意見・ご要望がございましたら下記の記入欄に記入してください

　　案件（複数の案件でも結構です）がございましたら、国際出願番号及び問題があったと思う理由を

　　できるだけ具体的に下記の記入欄に記入してください

　　ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックをしてください

（記入欄）

　②今回のアンケート対象となった個別案件（Ｄ票参照）以外で、国際調査等の質が良かったと思われる

　①今回のアンケート対象となった個別案件（Ｄ票参照）以外で、国際調査等の質に問題があったと思われる
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【Ｄ票】 特定のＰＣＴ出願についてのアンケート

＊

　評価に関し、下記【１】【２】についてご回答ください。

満足 普通 不満

5 3 1

【１】本件国際特許出願の国際審査の質についてどのように感じていますか

上記【１】にて「５」または「４」にチェックをされた場合、

満足した点を以下の項目から選択してください。また、具体的な理由を下記の記入欄に記入してください（任意）。

国際調査報告・見解書等の記載内容が丁寧で分かりやすい

新規性・進歩性に関する判断が適切である

サーチ範囲・サーチ結果が適切である

その他（具体的な内容を下記記入欄に記入してください。）

上記【１】にて「２」または「１」にチェックをされた場合、

　１：具体的にどの手続きに不満があったのかをⅠ欄に記載の手続きから選択してチェック（複数可）し、

　２：チェックした各手続きのどの点に不満があったのかを以下のＡ～Ｋから選択してⅡ欄にチェック（複数可）し、

　３：その具体的理由を下記の記入欄に記入してください。

Ⅰ欄

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｉ Ｋ

国際調査報告（様式210）／見解書（様式237）

予備審査（様式409）

Ａ：新規性・進歩性を欠いている理由についての説明が十分でない（見解書：第Ⅴ欄参照）

Ｂ：新規性・進歩性に関する判断に不満がある（見解書：第Ⅴ欄参照）

Ｃ：引用箇所の指摘が不十分であるため、引用文献のどの箇所に記載されてるのかが分かりにくい

Ｄ：引用文献が必要以上に多く提示されている

Ｅ：除外対象
＊
に関する判断に不満がある（調査報告：第Ⅱ欄、見解書：第Ⅲ欄）

＊：数学の理論や事業活動、手術又は治療による人体等の処置方法などにより調査の除外となったもの

Ｆ：単一性違反に関する判断に不満がある （調査報告：第Ⅲ欄、見解書：第Ⅳ欄）

Ｇ：記載不備等と判断した理由についての説明が十分でない（調査報告：特別ページ、見解書：第Ⅶ、Ⅷ欄）

Ｈ：記載不備等に関する判断に不満がある（調査報告：特別ページ、見解書：第Ⅶ、Ⅷ欄）

Ｉ：サーチ範囲・サーチ結果に不満がある

Ｊ：付与された国際特許分類に不満がある

Ｋ：その他

【２】ご回答頂いた内容を担当審査官にフィードバックしても構わない場合は、下記チェックボックスにチェックを入れてください

担当審査官へのフィードバック可

Ｊ

（記入欄）

・上記出願の国際調査等（国際調査報告(様式210)・見解書(様式237)・予備審査(様式409)）に対する

Ｈ

比較的

不満

2

国際出願番号 （発明の名称）

比較的

満足

4

（記入欄）

Ⅱ欄

 


